
議案第８３号                      

 令和５年第６回甲賀市議会定例会（１２月）提出議案に係る教育委員会の意見聴

取について 

 上記の議案を提出する。 

令和５年１１月１７日 

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿   

 

 

資料１ 



   令和５年第６回甲賀市議会定例会（１２月）提出議案に係る教育委員 

会の意見聴取について 

 令和５年第６回甲賀市議会定例会（１２月）に提出される議案のうち別紙の教育

に関する事務に係る議案への地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく意見について、異議のない旨甲賀市長

に答申することにつき、教育委員会の議決を求める。 

 

 



 
 

議案第８３号 別紙１ 

 

令和５年第６回甲賀市議会定例会（１２月）提出議案（教育委員会関係）  

 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

指定期間：令和６年４月１日～令和９年３月３１日まで 

施設名 指定管理者 

甲賀市甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センタープ

ール 

≪甲賀市議会 議案第１３４号≫ 

滋賀県甲賀市甲賀町相模１２４番地７ 

公益財団法人甲賀創健文化振興事業団 

代表理事 西 田 貞 夫 

 ※指定内容は「議案第８３号 別紙２参照」 



議案第１３４号  

 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  

 上記の議案を提出する。  

   令和５年１１月２９日  

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

議案第８３号　別紙２ 
 



   指定管理者の指定につき議決を求めることについて  

 次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。  

 

１ 公の施設の名称 甲賀市甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市甲賀町相模１２４番地７  

          公益財団法人甲賀創健文化振興事業団  

          代表理事 西 田 貞 夫 

３ 指定期間    令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで  

 



議案第１３４号参考資料  

施設名称   甲賀市甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センタープール  

所 在  地   甲賀市甲賀町鳥居野１０３７番地１  

面  積   敷地面積 ８，８７３．６５㎡、延床面積 ２，０８６．８６㎡  

施設内容   ２５ｍプール、幼児用プール、歩行プール、ジャグジープール、  

 トレーニングルーム、ダンスルーム、事務室、他  

 

 

甲賀市甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 



 

議案第１３４号参考資料 

 

 施設名：甲賀市甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 
 所管課：教育委員会事務局社会教育スポーツ課 
 

 

 

 

 

 

 

施設外観 大プール 

幼児用プール 歩行プール 

２階トレーニングルーム ２階スタジオ 



議案第１３４号参考資料 

指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：社会教育スポーツ課） 

１ 施 設 名 甲賀市甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

２ 施 設 の 目 的 
 市民の体育・スポーツ及びレクリエーションの推進を図り、生活文化の向上に資

するため、本施設を設置する。 

３ 施 設 の 概 要 

所 在 地：甲賀市甲賀町鳥居野１０３７番地１ 

敷地面積：８，８７３．６５㎡ 延床面積：２，０８６．８６㎡ 

構   造：鉄筋コンクリート造２階建て 

施設内容：２５ｍプール１槽、幼児用プール１槽、ジャグジープール１槽、 

     歩行プール１槽、トレーニングルーム１室、ダンスルーム１室、 

       採暖室１室、事務室１室 

４ 募 集 方 法 非公募 

５ 指 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和９年３月３１日 （３年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

１．本施設の運営に関する業務 

 １）施設貸出・受付業務 ２）展示業務 ３）備品等貸出業務 ４）広報宣伝業務 

 ５）提案事業  

２．本施設の維持管理に関する業務 

 １）建築物保守管理業務 ２）建築設備保守管理業務 ３）備品等保守管理業務 

 ４）駐車場保守管理業務 ５）清掃業務 ６）外構保守管理業務 

 ７）植栽管理業務 ８）保安警備業務 ９）環境衛生管理業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）       187,590,000 円 

（年間指定管理料）          62,530,000 円 

消費税及び地方消費税含む  

８ 

指 定 候 補 者 

（代表者名） 

主たる事務所の 

所在地 

（団体名・代表者名）公益財団法人甲賀創健文化振興事業団 

代表理事 西田 貞夫 

（所在地）滋賀県甲賀市甲賀町相模１２４番地７ 

（設立年月日、事業概要）平成８年４月１０日 

文化・スポーツ事業、文化・スポーツ施設の管理運営に関する事業 

９ 指定候補者の選定理由 

本施設は、地域住民にスポーツ・レクリエーション活動及び交流の場を提供し、

生活文化の向上、心身の健康増進に資することを目的とした公共施設であることか

ら、これまでから多様化する住民ニーズに対するスポーツ振興を進められ、施設管

理や事業の運営に住民の利用者の声を反映させる努力をされている当該公益財

団法人を指定管理者として指定することにより、設置目的の推進と維持管理経費

の削減及び地域住民の公平な利用が図れ、併せて施設の適正な管理・運営が期

待できる。 

10 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       地域区長会理事 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 



議案第１３４号参考資料 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

11 選 定 委 員 会 
第６回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和５年１１月１６日 

12 選 定 基 準 

評価項目 適 不適 

施設の利用者の公平な利用を確保することができる ○  

施設の効用を最大限に発揮させるものである ○  

施設の適切な維持及び管理が図られるものである ○  

施設の管理に係る経費の縮減が図られるものである ○  

施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能

力を有する 
○  

13 選 定 結 果 

 

■ 当該施設の指定候補者として適当である。 

 

□ 当該施設の指定候補者として不適である。 

 

【特記事項】 

・財団として経営努力を行い、収入や利用者数の増加、プロモーションの

強化に努めてください。 

令和５年１１月１６日 

 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長    望月 善博 


